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　税額は、世帯の構成や収入額によってそれぞれ異なります。下表の試算①、②は共に一例

として計算したもので、下表のとおり、軽減の適用によって税額が大きく異なってきます。

なお、正式な税額は、７月中頃までに郵送によりお届けする平成25年度の国民健康保険税納

税通知書でお知らせする予定です。

　注)試算①では、介護分が課税されていません

　注)試算②では、夫の分の介護分が課税されています

設定：夫婦共に72歳の２人家族
　　　年金収入が夫、年間200万円､妻60万円
　　　で、持ち家の資産税額が５万円の場合 

下表のとおり、改正により１月あたり475円
(年間5,700円)の引き上げになります。
また、低所得軽減で均等割と平等割が２割軽
減となり、合計すると17,600円の減額になっ
ています。

設定：夫42歳､妻38歳､子ども２人の４人家族
　　　夫の給与年収が240万円
　　　で､資産税がない場合

下表のとおり、改正により１月あたり1,950
円(年間23,400円)の引き上げになります。
また、低所得軽減で均等割と平等割が２割軽
減となり、合計すると33,600円の減額になっ
ています。

※給与所得の構成割合が多い階層で計算しています※年金収入の平均となる階層で計算しています

国民健康保険税率のＱ＆Ａ
○どうして保険税を引き上げないといけないの？

　　今回の税率改定は、後期高齢者医療制度を支援する部分と、介護保険料として納める部分

　について､支払う額が収入を超えた(支出超過)ことから､このことを解消することが目的です｡

○低所得で生活が厳しいのに、値上げをするのですか？

　　景気の低迷で収入が増えない状況ですが、国保の保険給付額は、加入者が減少する中、増

　加が続いています。これまでは、収入不足を貯金(基金)の取り崩しで補ってきましたが、こ

　の貯金の残高が底をついて、平成25年度の国保予算が組めない見通しとなり、収入を確保す

　るために保険税率の引き上げが必要になりました。

○保険税を上げなくて済む方法は？

　　これまでのように貯金(基金)に依存することはできません。支出超過が解消しても、医療

　費支払いの収支不足が残っています。医療費(保険給付)の支払いが減少すれば、保険税も少

　なくて済むことになります。何よりも加入者が健康であることが一番大切です。

平成25年度年税額　13万3,700円 平成25年度年税額　28万4,000円

【試算①】年金収入の場合 【試算②】給与収入の場合

平成25年度国民健康保険税率の試算

内　訳　 医療分 後期支援分 介護分
均等割   84,000   40,000   10,000
平等割   18,000    8,000    8,000
所得割   86,500   35,100   28,000
資産割     －       －       －
軽減額 ▲20,400  ▲9,600  ▲3,600
合　計  168,100   73,500   42,400

合　計  166,100   63,100   31,400
差　額　　2,000 　10,400   11,000

単位:円

改正後

改正前

内　訳　 医療分 後期支援分 介護分
均等割   42,000   20,000     －
平等割   18,000    8,000     －
所得割   34,700   14,100   　－
資産割   10,000    4,500     －
軽減額 ▲12,000  ▲5,600     －
合　計   92,700   41,000   　－  

合　計   92,600   35,400   　－ 
差　額　　　100　  5,600   　－ 

単位:円

改正後

改正前
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